
　日本年金機構では、全国 312 カ所の
年金事務所の管内で、国民年金保険料
が未納となっている人に対して電話や
文書、戸別訪問による納付督励及び保
険料の収納業務について、民間委託を
実施しています。
　これは、「競争の導入による公共サー
ビスの改革に関する法律」に基づいて、
従来官公庁が行ってきた事業を民間事
業者の創意工夫やノウハウの活用によ
り、低コストでより良いサービスの提
供を目指す「市場化テスト事業」とし
て導入されたものです。
　市場化テスト事業者に提供する個人
情報は、納付督励を行う上で必要とな
る国民年金保険料の未納者情報に限定
しています。さらに「個人情報の保護
に関する法律」などで、目的外使用や
閲覧、漏えい、複写などを禁じるなど
厳格な安全管理措置を講じています。

　なお、民間委託についての詳しい内
容は日本年金機構のホームページで確
認できます。
■問い合わせ先
　岡山東年金事務所国民年金課
　☎０８６- ２７０ - ７９２８
　日本年金機構
　ＨＰ　http://www.nenkin.go.jp/

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
取

り
組
み
や
す
い
防
災
情
報
を
提
供

す
る
た
め
、
せ
と
う
ち
「
防
災
と

ま
ち
づ
く
り
教
室
」
を
次
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。　

　

教
室
で
は
、
山
口
大
学
大
学
院

准
教
授
で
工
学
博
士
の
瀧
本
浩
一

氏
を
招
き
、講
演
会
を
行
い
ま
す
。

　

防
災
の
必
要
性
を
分
か
り
や
す

く
伝
え
る
人
気
の
講
師
と
し
て
、

全
国
で
啓
発
活
動
を
行
っ
て
お

り
、
防
災
講
演
・
防
災
ま
ち
づ
く

り
支
援
活
動
が
認
め
ら
れ
、　

総

務
省
防
災
ま
ち
づ
く
り
大
賞
（
消

防
庁
長
官
賞
）
な
ど
多
数
受
賞
し

て
い
ま
す
。

　

自
主
防
災
会
を
結
成
し
た
い
、

結
成
し
た
も
の
の
、
こ
れ
か
ら
ど

ん
な
活
動
を
し
よ
う
か
と
思
っ
て

い
る
人
。
こ
の
講
演
会
を
き
っ
か

け
に
活
動
の
ヒ
ン
ト
が
見
つ
か
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
当
日
は
、「
瀬
戸
内
市

災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
計

画
」
の
説
明
も
行
い
ま
す
。
支
援

を
必
要
と
す
る
災
害
時
要
援
護
者

を
事
前
に
登
録
し
、
こ
の
情
報
を

市
と
地
域
の
皆
さ
ん
が
共
有
す
る

こ
と
で
、
災
害
時
に
避
難
誘
導
、

安
否
確
認
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
し

て
い
け
る
地
域
づ
く
り
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
非
常
持
出
用
食

品
な
ど
の
記
念
品
を
配
布
し
ま

す
。
皆
さ
ん
で
お
誘
い
あ
わ
せ
の

う
え
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

12
月
５
日
（
日
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

▽
場
所　

中
央
公
民
館

▽
参
加
費　

無
料

■
問
い
合
わ
せ
先

　

地
域
安
全
推
進
室

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
０
４

　

障
害
児
福
祉
年
金
お
よ
び
心
身

障
害
者
福
祉
年
金
の
支
給
要
件
に

該
当
す
る
人
で
、
平
成
22
年
度
の

申
請
を
し
て
い
な
い
人
は
、
平
成

23
年
１
月
31
日
（
月
）
ま
で
に
市

の
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

・
印
鑑

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害

　

者
保
健
福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳

　

・
本
人
名
義
の
通
帳

　

・
受
給
し
て
い
る
公
的
年
金
の
証

　

書
な
ど
（
公
的
年
金
受
給
者
）

障
害
児
福
祉
年
金

　

身
体
や
精
神
に
障
害
を
有
す
る

児
童
の
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
し

て
年
金
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

▽
支
給
額
（
年
額
）

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
１・
２
級
、

　

療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
精
神
障
害

　

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

　

１
０
、０
０
０
円

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
３・
４
級
、

　

療
育
手
帳
Ｂ
ま
た
は
精
神
障
害

　

者
保
健
福
祉
手
帳
２
級　
　
　

　

８
、０
０
０
円

▽
対
象
者　

　

平
成
22
年
４
月
１
日
ま
で
に
手

帳
を
取
得
し
、
平
成
22
年
４
月
１

日
以
前
に
１
年
以
上
市
内
に
居
住

し
て
い
る
20
歳
未
満
の
人
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４
級
を 

　

所
持
し
て
い
る
人

　

・
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
人

　

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１ 

　

〜
２
級
を
所
持
し
て
い
る
人

※
児
童
福
祉
施
設
な
ど
の
入
所
者

　

は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
。

心
身
障
害
者
福
祉
年
金

　

心
身
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を

を
目
的
と
し
て
年
金
を
支
給
し
ま

す
（
本
年
度
限
り
で
終
了
）。

障害児福祉年金・
心身障害者福祉年金の
申請はお早めに

▽
支
給
額
（
年
額
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
ま

　

た
は
療
育
手
帳
Ａ　

　

１
０
、
０
０
０
円

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
ま
た
は

　

療
育
手
帳
Ｂ　

８
、０
０
０
円

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
４
級

　

３
、０
０
０
円

▽
対
象
者　

　

平
成
19
年
４
月
１
日
ま
で
に
手

帳
を
取
得
し
、
平
成
19
年
４
月
１

日
以
前
に
１
年
以
上
市
内
に
居
住

し
て
い
る
20
歳
以
上
の
人
で
、
当

該
障
害
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
公

的
年
金
の
給
付
を
受
け
て
お
ら
ず

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４
級
を

　

所
持
し
て
い
る
人

　

・
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
人

※
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
入

　

所
者
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　

福
祉
課

　

☎
０
８
６
９-
２
６-
５
９
４
３ 

　

保
健
福
祉
部
邑
久
分
室

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
８
１
０

　

牛
窓
支
所

　

☎
０
８
６
９-

３
４-

３
４
３
１

　

裳
掛
出
張
所

　

☎
０
８
６
９-

２
５-

０
０
０
４

　
７
月
６
日
に
、
最
高
裁
判
所
に

お
い
て
、
遺
族
が
年
金
と
し
て
受

給
す
る
生
命
保
険
金
の
う
ち
、
相

続
税
の
課
税
対
象
と
な
っ
た
部
分

に
つ
い
て
は
、
所
得
税
の
課
税
対

象
と
な
ら
な
い
と
す
る
判
決
が
あ

り
ま
し
た
。

　

国
税
庁
で
は
、判
決
を
受
け
て
、

こ
の
よ
う
な
年
金
に
係
る
税
法
上

の
取
り
扱
い
を
改
め
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。
保
険
契
約
な
ど
に
係
る

保
険
料
な
ど
の
負
担
者
で
な
い
人

で
、
平
成
17
年
分
か
ら
平
成
21
年

分
ま
で
の
各
年
分
に
つ
い
て
所
得

税
を
納
め
過
ぎ
と
な
っ
て
い
る
人

は
、更
正
の
請
求
、確
定
申
告
（
還

付
申
告
）
な
ど
必
要
な
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
受
け
取
っ
た
年

金
の
受
給
権
が
相
続
税
の
課
税
対

象
と
な
る
場
合
は
、
実
際
に
相
続

税
や
贈
与
税
の
納
税
額
が
生
じ
な

か
っ
た
人
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

更
正
の
請
求
は
、
取
り
扱
い
の

変
更
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
２

カ
月
以
内
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
更
正
の
請
求
に
基
づ
き
減
額

更
正
で
き
る
期
間
は
、
原
則
と
し

て
申
告
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
５

年
間
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、確
定
申
告
（
還
付
申
告
）

は
、
申
告
す
る
年
分
の
翌
年
１
月

１
日
か
ら
５
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
17
年
分
に
つ

い
て
、
早
い
人
は
、
平
成
22
年
12

月
末
が
還
付
で
き
る
期
限
と
な
り

ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
12
月
28
日

（
火
）
ま
で
に
手
続
き
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
取
り
扱
い
の
変
更
の
対
象

と
な
る
人
や
所
得
税
の
還
付
の
手

続
き
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る

か
、
西
大
寺
税
務
署
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
者

①
死
亡
保
険
金
を
年
金
形
式
で
受

　

給
し
て
い
る
人 

②
学
資
保
険
の
保
険
契
約
者
の
死

　

亡
に
伴
い
、
養
育
年
金
を
受
給

　

し
て
い
る
人 

③
個
人
年
金
保
険
契
約
に
基
づ
く

　

年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

■
問
い
合
わ
せ
先

　

国
税
庁

　

HP http://w
w
w
.nta.go.jp

　

西
大
寺
税
務
署

　

☎
０
８
６-

９
４
２-

３
８
１
５

 
募
集
し
ま
す

 
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　

防
衛
省
で
は
、
平
成
22
年
度
陸

上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒
を

募
集
し
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
将

来
陸
上
自
衛
隊
に
お
い
て
、
高
機

能
化
さ
れ
た
装
備
品
を
駆
使
・
運

用
す
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
に

お
い
て
も
対
応
で
き
る
自
衛
官
を

養
成
す
る
も
の
で
す
。

　

入
隊
は
平
成
23
年
４
月
上
旬
の

予
定
で
す
。

▽
対
象
者　
平
成
23
年
４
月
１
日

　
現
在
15
歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子

▽
受
付
期
間
お
よ
び
試
験
日

①
一
般

　

・
受
付
期
限　

平
成
23
年
１
月
７

　

日
（
金
）

　

・
試
験
日　

平
成
23
年
１
月
22
日

　
（
土
）

②
推
薦
（
学
校
長
）

　

・
受
付
期
間　

平
成
23
年
１
月
４

　

日
（
火
）
〜
６
日
（
木
）

　

・
試
験
日　

平
成
23
年
１
月
15
日

　
（
土
）
か
ら
17
日
（
月
）
ま
で

　

の
間
で
指
定
す
る
日

■
問
い
合
わ
せ
先

　

防
衛
省
備
前
岡
山
地
域
事
務
所

　

☎
０
８
６-

２
２
４-

２
８
２
４

せ
と
う
ち「
防
災
と
ま
ち
づ
く
り
教
室
」を

開
催
し
ま
す

遺
族
が
受
給
す
る
年
金
に
係
る
税
法
上
の

取
り
扱
い
が
変
更
に
な
り
ま
す

◎当地域の委託事業者
　日立キャピタル債権回収・
　日立キャピタル共同企業体
　☎０１２０- ２１１- ７２５




